
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案

参
照
条
文

（
参
照
法
令
一
覧
）

１
．
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
（
平
成
五
年
十
二
月
六
日
条
約
第
七
号
）
（
抄
）
…
１

２
．
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

３
．
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
一
日
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

４
．
鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
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○
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
（
平
成
五
年
十
二
月
六
日
条
約
第
七
号
）

附
属
書
Ⅳ

処
分
作
業

Ａ

資
源
回
収
、
再
生
利
用
、
回
収
利
用
、
直
接
再
利
用
又
は
代
替
的
利
用
の
可
能
性
に
結
び
つ
か
な
い
作
業

こ
の
Ａ
表
は
、
資
源
回
収
、
再
生
利
用
、
回
収
利
用
、
直
接
再
利
用
又
は
代
替
的
利
用
の
可
能
性
に
結
び
つ
か
な
い
処
分
作
業
で
あ
っ
て
実
際
に

行
わ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
を
含
む
。

Ｄ
１

地
中
又
は
地
上
へ
の
投
棄
（
例
え
ば
、
埋
立
て
）

Ｄ
２

土
壌
処
理
（
例
え
ば
、
液
状
又
は
泥
状
の
廃
棄
物
の
土
中
に
お
け
る
生
物
分
解
）

Ｄ
３

地
中
の
深
部
へ
の
注
入
（
例
え
ば
、
井
戸
、
岩
塩
ド
ー
ム
又
は
天
然
の
貯
留
場
所
へ
の
ポ
ン
プ
注
送
が
可
能
な
廃
棄
物
の
注
入
）

Ｄ
４

表
面
貯
留
（
例
え
ば
、
液
状
又
は
泥
状
の
廃
棄
物
を
く
ぼ
地
、
池
又
は
潟
に
貯
留
す
る
こ
と
。
）

Ｄ
５

特
別
に
設
計
さ
れ
た
処
分
場
に
お
け
る
埋
立
て
（
例
え
ば
、
ふ
た
を
さ
れ
、
か
つ
、
相
互
に
及
び
周
囲
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
遮
水
さ
れ
た

区
画
群
に
埋
め
立
て
る
こ
と
。
）

Ｄ
６

海
洋
を
除
く
水
域
へ
の
放
出

Ｄ
７

海
洋
へ
の
放
出
（
海
底
下
へ
の
挿
入
を
含
む
。
）

Ｄ
８

こ
の
附
属
書
に
お
い
て
他
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
生
物
学
的
処
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
生
ず
る
最
終
的
な
化
合
物
又
は
混
合
物
が
こ
の
Ａ

表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
方
法
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の

Ｄ
９

こ
の
附
属
書
に
お
い
て
他
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
物
理
化
学
的
処
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
生
ず
る
最
終
的
な
化
合
物
又
は
混
合
物
が
こ
の

Ａ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
方
法
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
例
え
ば
、
蒸
発
、
乾
燥
、
煆
（
か
）
焼
、
中
和
、
沈
殿
）

Ｄ1
0

陸
上
に
お
け
る
焼
却

Ｄ1
1

海
洋
に
お
け
る
焼
却

Ｄ1
2

永
久
保
管
（
例
え
ば
、
容
器
に
入
れ
鉱
坑
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
。
）

Ｄ1
3

こ
の
Ａ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
に
先
立
つ
調
合
又
は
混
合
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Ｄ1
4

こ
の
Ａ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
に
先
立
つ
こ
ん
包

Ｄ1
5

こ
の
Ａ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の
保
管

Ｂ

資
源
回
収
、
再
生
利
用
、
回
収
利
用
、
直
接
再
利
用
又
は
代
替
的
利
用
に
結
び
つ
く
作
業

こ
の
Ｂ
表
は
、
有
害
廃
棄
物
で
あ
る
と
法
的
に
定
義
さ
れ
又
は
認
め
ら
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
Ｂ
表
に
掲
げ
る
作
業
が
行
わ
れ
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
Ａ
表
に
掲
げ
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
に
関
す
る
す
べ
て
の
作
業
を
含
む
。

Ｒ
１

燃
料
と
し
て
の
利
用
（
直
接
焼
却
を
除
く
。
）
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
た
め
の
他
の
手
段
と
し
て
の
利
用

Ｒ
２

溶
剤
の
回
収
利
用
又
は
再
生

Ｒ
３

溶
剤
と
し
て
使
用
し
な
い
有
機
物
の
再
生
利
用
又
は
回
収
利
用

Ｒ
４

金
属
及
び
金
属
化
合
物
の
再
生
利
用
又
は
回
収
利
用

Ｒ
５

そ
の
他
の
無
機
物
の
再
生
利
用
又
は
回
収
利
用

Ｒ
６

酸
又
は
塩
基
の
再
生

Ｒ
７

汚
染
の
除
去
の
た
め
に
使
用
し
た
成
分
の
回
収

Ｒ
８

触
媒
か
ら
の
成
分
の
回
収

Ｒ
９

使
用
済
み
の
油
の
精
製
又
は
そ
の
他
の
再
利
用

Ｒ1
0

農
業
又
は
生
態
系
の
改
良
に
役
立
つ
土
壌
処
理

Ｒ1
1

Ｒ
１
か
ら
Ｒ
１
０
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
か
ら
得
ら
れ
た
残
滓
（
し
）
の
利
用

Ｒ1
2

Ｒ
１
か
ら
Ｒ
１
１
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
に
提
供
す
る
た
め
の
廃
棄
物
の
交
換

Ｒ1
3

こ
の
Ｂ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
の
た
め
の
物
の
集
積
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○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
法
律
第
百
三
十
七
号
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
廃
棄
物
」
と
は
、
ご
み
、
粗
大
ご
み
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
ふ
ん
尿
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
動
物
の
死
体

そ
の
他
の
汚
物
又
は
不
要
物
で
あ
つ
て
、
固
形
状
又
は
液
状
の
も
の
（
放
射
性
物
質
及
び
こ
れ
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。

２
～
６

（
略
）

○
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
一
日
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

（
輸
入
の
承
認
）

第
五
十
二
条

外
国
貿
易
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
、
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
誠
実
に
履
行
す
る
た
め

、
国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
、
又
は
第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
、
貨
物
を
輸
入

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

○
鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）

（
適
用
鉱
物
）

第
三
条

こ
の
条
以
下
に
お
い
て
「
鉱
物
」
と
は
、
金
鉱
、
銀
鉱
、
銅
鉱
、
鉛
鉱
、
そ
う
鉛
鉱
、
す
ず
鉱
、
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
鉱
、
水
銀
鉱
、
亜
鉛
鉱

、
鉄
鉱
、
硫
化
鉄
鉱
、
ク
ロ
ー
ム
鉄
鉱
、
マ
ン
ガ
ン
鉱
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
、
モ
リ
ブ
デ
ン
鉱
、
ひ
鉱
、
ニ
ツ
ケ
ル
鉱
、
コ
バ
ル
ト
鉱
、
ウ
ラ
ン

鉱
、
ト
リ
ウ
ム
鉱
、
り
ん
鉱
、
黒
鉛
、
石
炭
、
亜
炭
、
石
油
、
ア
ス
フ
ア
ル
ト
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
、
硫
黄
、
石
こ
う
、
重
晶
石
、
明
ば
ん
石
、

ほ
た
る
石
、
石
綿
、
石
灰
石
、
ド
ロ
マ
イ
ト
、
け
い
石
、
長
石
、
ろ
う
石
、
滑
石
、
耐
火
粘
土
（
ゼ
ー
ゲ
ル
コ
ー
ン
番
号
三
十
一
以
上
の
耐
火
度
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を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
砂
鉱
（
砂
金
、
砂
鉄
、
砂
す
ず
そ
の
他
ち
ゆ
う
積
鉱
床
を
な
す
金
属
鉱
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
い
う
。

２

（
略
）

（
鉱
物
の
掘
採
及
び
取
得
）

第
七
条

ま
だ
掘
採
さ
れ
な
い
鉱
物
は
、
鉱
業
権
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
掘
採
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一

可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
営
利
を
目
的
と
し
な
い
で
、
単
に
一
家
の
自
用
に
供
す
る
と
き
。

二

鉱
業
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
な
い
石
灰
石
、
ド
ロ
マ
イ
ト
又
は
耐
火
粘
土
を
営
利
を
目
的
と
し
な
い
で
、
単
に
一
家
の
自
用
に
供
す
る
と
き
。

（
設
定
の
出
願
）

第
二
十
一
条

鉱
業
権
（
特
定
鉱
物
以
外
の
鉱
物
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
出
願
し

て
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

（
鉱
業
権
の
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
）

第
五
十
一
条
の
三

相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
つ
て
鉱
業
権
を
取
得
し
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
取
得
の
日
か
ら
三

月
以
内
に
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
そ
の
届
出
を

し
た
者
に
通
知
し
、
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
鉱
業
権
を
譲
渡
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
譲
渡
す
べ
き
旨
を
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
届
出
に
係
る
鉱
業
権
を
取
得
し
た
者
が
当
該
鉱
業
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
鉱
物
の
合
理
的
な
開
発
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経

理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
こ
と
。
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二

そ
の
届
出
に
係
る
鉱
業
権
を
取
得
し
た
者
が
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
こ
と
。

三

そ
の
届
出
に
係
る
鉱
業
権
を
取
得
し
た
者
が
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

四

そ
の
届
出
に
係
る
鉱
業
権
を
取
得
し
た
者
に
よ
る
鉱
物
の
掘
採
が
内
外
の
社
会
的
経
済
的
事
情
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
切
で
あ
り
、
公
共

の
利
益
の
増
進
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。


